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（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。 

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。 

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第64期 

第３四半期 
連結累計期間 

第65期 
第３四半期 

連結累計期間 
第64期 

会計期間 
自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日 

自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日 

自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日 

売上高（百万円）  126,901  140,700  180,084

経常利益（百万円）  6,438  7,379  8,942

四半期（当期）純利益（百万円）  3,170  4,282  4,442

四半期包括利益又は包括利益 

（百万円） 
 2,755  4,189  4,586

純資産額（百万円）  70,441  74,884  72,373

総資産額（百万円）  110,524  121,329  121,694

１株当たり四半期（当期）純利益金

額（円） 
 144.24  194.42  202.13

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 144.17  193.99  201.85

自己資本比率（％）  63.5  61.4  59.2

回次 
第64期 

第３四半期 
連結会計期間 

第65期 
第３四半期 
連結会計期間 

会計期間 
自 平成23年10月１日 
至 平成23年12月31日 

自 平成24年10月１日 
至 平成24年12月31日 

１株当たり四半期純利益金額（円）  40.35  59.51

２【事業の内容】

第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

２【経営上の重要な契約等】
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文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 業績の状況 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後の復興需要などによって内需が下支えされ、

企業収益や個人消費に回復が見られたものの、世界経済の減速や日中関係の悪化を背景に欧州や中国向けの輸出が

落ち込むなど、不安定な状況が続きました。 

当社グループの係わる電設資材業界は、被災地復興に向けた公共投資に加え、政府の住宅取得支援策や過去最低

水準に下がった住宅ローン金利が住宅建設の追い風となるなど、事業環境は緩やかな回復基調にありました。 

また、自社製品の係わる空調業界は、引き続き電力不安に伴う節電機運を背景に省エネ製品への関心が高まるな

か、猛暑の影響により、平成24年度第３四半期累計のルームエアコンの国内出荷台数は688万台（前年同期比2.7％

増）となるなど、好調に推移しました。 

このような情勢のなか、当社グループは省エネ・環境配慮型商品などを積極的に販売することにより増収増益と

なりました。 

この結果、連結売上高1,407億円（前年同期比10.9％増）、連結営業利益73億73百万円（前年同期比15.9％

増）、連結経常利益73億79百万円（前年同期比14.6％増）、連結四半期純利益42億82百万円（前年同期比35.1％

増）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

＜電設資材事業＞ 

震災後の電力不安を背景に、自家発電設備の売上が大幅に増加したことに加え、節電対策としてＬＥＤ照明が増

収となったほか、受配電設備、工具類など幅広い商品において売上が増加した結果、連結売上高923億87百万円

（前年同期比16.7％増）となりました。 

＜産業機器事業＞ 

製造業の海外移転の加速により国内需要が縮小している環境下、需要が旺盛なスマートフォン、ＥＶ（電気自動

車）、ＬＥＤ照明関連向け製造業への制御機器の売上が堅調に推移した結果、連結売上高165億45百万円（前年同

期比0.2％増）となりました。 

＜自社製品事業＞ 

前年における値上げ効果や震災後の一時的な需要増に対する反動により空調用被覆銅管の売上は減少したもの

の、ルームエアコン国内出荷台数の増加に伴い、主力製品である空調配管化粧カバー「スリムダクトシリーズ」な

どの売上が増加した結果、連結売上高317億66百万円（前年同期比2.0％増）となりました。 

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。 

①基本方針の内容 

当社は、当社の株券等の大規模買付行為またはその提案であっても、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同

の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、本来、株式会社の支配権の移転

を伴う大規模買付行為またはその提案に応じるべきか否かの判断は、最終的には株主の皆様のご意思に基づき行わ

れるべきものであります。 

しかし、昨今、新しい法制度の整備や企業構造・企業文化の変化等を背景として、対象となる会社の経営陣との

十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、突如として株券等の大規模買付行為を強行するといった動きが顕在

化しております。このような大規模買付行為の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対

する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、取締役会や株主が買付け

の条件等について検討し、あるいは取締役会が代替案を策定するための十分な時間や情報を提供しないもの、大規

模買付行為を行おうとする者の掲げる条件よりも有利な条件を提示するためにこれらの者との交渉を必要とするも

の等、企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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当社としては、当社の有形無形の経営資源、将来を見据えた諸施策の潜在的効果、事業分野・人的ネットワーク

の有機的結合により実現され得るシナジー効果、その他当社の企業価値を構成する要素を十分に把握した上でなけ

れば、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させることは困難であると考えており、当社

の株券等の大規模買付行為を行う者がこれらの要素を十分に把握し中長期的な事業展開を行う者でなければ、当社

の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反することになると考えます。 

こうした事情に鑑み、当社は、このような、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反する大規模買

付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。 

②基本方針の実現に資する取組み 

・当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けた取組みについて 

＜当社の経営の基本理念について＞ 

当社は、「省エネルギー、省資源など地球環境に配慮し、豊かで快適な社会づくりに貢献する」という経営の

基本理念のもと、電設資材商品の卸販売・空調部材等の製造販売を行っております。省エネルギーの推進、地球

環境への配慮といった新しい価値観が時代のニーズをリードしておりますが、その中でも電気に関わる商品・製

品が社会に果たす役割は無限にあるといっても過言ではありません。当社は、これらを安定供給するという社会

的使命を果たしつつ、当社を取り巻く多くのステーク・ホルダーの信頼に応え、その責任を果たすことを通じ

て、企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上を図っております。 

＜当社の企業価値の源泉について＞ 

当社は、昭和13年に特殊電動発動機の製造業として創業し、その後、電設資材商品の卸販売業へ転換し、さら

に、商品を広く供給するという流通業としての使命に応えるべく営業の全国展開を行うとともに、空調部材等の

製造販売業に進出する等して、今日に至っております。当社が、このように長きにわたり事業を展開することが

できているのは、当社の事業の背後にある経営の基本理念を、株主の皆様をはじめとするステーク・ホルダーに

ご理解いただけているからと考えております。 

当社の特徴は、電設資材商品の卸販売、及び、空調部材等の製造販売を両輪として事業を展開していることに

あります。電設資材商品の卸販売においては、豊富な商品知識と独自の調達機能を活かし、単なる商材の流通に

とどまることなく付加価値の高い活きた商材を提供し続けることにより、業界最大手の規模と販売量を誇ってお

ります。他方、空調部材等の製造販売においては、独創性の高い製造技術や新たなニーズの発掘に基づく高品質

な製品の提案により、高収益を生み出しております。かかる両輪のシナジー効果が、当社事業の継続的な成長に

つながっております。 

また、当社は、電設資材商品の卸販売業として総合メーカーの傘下に入ることなく、経営の独立性を確保して

いるという特徴も有しております。このことにより、仕入面に関しては、特殊分野に特化した専門メーカーを中

心として、幅広い商材の取扱いが可能となり、顧客のニーズに即応した供給体制を実現することができるととも

に、専門メーカー等と共同して顧客のニーズを商品開発につなげることも可能となっています。加えて、販売面

に関しては、総合メーカー主導の販売エリアの束縛を受けることなく、主要都市に営業拠点を配置することがで

き、全国各地の顧客へ商品を供給することが可能となっています。さらに、メーカーと顧客をつなぐ卸販売業と

して、「人と人のつながり」、「会社と会社のつながり」を大切にする当社の社風は、創業から今日に至るまで

の得意先・仕入先との相互研鑽を形成し、取引先相互の発展と良好な関係の構築に結実しております。 

さらに、顧客満足度の向上、他社との差別化を図るためには、電設資材・空調部材等分野の専門家としての技

術力を備えた人材が不可欠であり、このような技術力を備えた従業員が当社の経営資源の核となることから、当

社はこれまでも優秀な人材の確保や継続的な育成に時間と資金を惜しまない経営方針を貫いてまいりました。当

社は、今後とも、従業員とともに成長・発展していく企業であり続けたいと考えております。 

当社がその社会的使命・責任を果たすためには、長期にわたる安定的な経営基盤の確保に努めることが必要で

あると考え、当社を支援してくださる株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして掲げており

ます。したがって、配当政策につきましては期間業績に応じた適正な利益還元を目指し、期末配当として年１

回、当期純利益の45％を配当する業績連動型の配当政策を基本方針としております。 

＜当社の今後の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けた取組みについて＞ 

当社は、以下の諸施策を実行することによって、さらに企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向

上させることに努めてまいります。 
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当社は、現在、空調部材を中心とした「ＩＮＡＢＡ ＤＥＮＫＯ（因幡電工）」、マルチメディア情報配線シ

ステム「Ａｂａｎｉａｃｔ（アバニアクト）」といった自社ブランドを展開しております。顧客ニーズに対応し

た付加価値の高い自社製品やＰＢ商品の開発を加速し、収益力の強化を図ってまいります。 

また、太陽光発電システムを専任の組織で拡販するほか、節電・省エネが重要課題となるなか、ＬＥＤ照明を

はじめ成長が見込まれる環境配慮型商品の販売を軸として環境ビジネスを積極的に推進してまいります。 

さらに、平成24年２月に東京都内の営業所（２拠点）を集約し、一部本社部門をあわせて「東京本社」を開設

いたしました。建設需要が集中し、市場規模が大きい首都圏において、情報共有を図りながら総力を結集してシ

ェア拡大を目指してまいります。 

・コーポレート・ガバナンスの整備 

当社は、上記諸施策をより実効性あるものとするために、コーポレート・ガバナンスに重点を置いた経営を行

っております。 

取締役会の意思決定の客観性・合理性を担保し、これに対する監督機能の充実を図るべく社外取締役を１名選

任するとともに、取締役の経営責任を明確にするべく取締役の任期を選任後１年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。さらに、意思決定機関としての取締役会を補

完するものとして経営会議を設置し、各事業部門の事業計画や執行状況の確認等を行うとともに、取締役会の委

嘱を受けた重要事項について審議しております。 

また、経営チェック機関として、監査役は、取締役会の意思決定や取締役の職務執行を監査するほか、社長直

属の専任部門である監査室とも緊密な連携をとり、また、会計監査人とも積極的な意見・情報交換等を行うこと

により、監査役監査の実効性を高めております。 

③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

組み 

当社は、平成23年５月11日開催の取締役会において、同年６月17日開催の第63期定時株主総会（以下「本定時株

主総会」といいます。）における株主の皆様のご承認を条件として、平成20年５月19日開催の取締役会において導

入することを決議し同年６月20日開催の第60期定時株主総会における承認により導入された「当社株券等の大規模

買付行為に関する対応方針」の一部を改定した上、新たな対応方針を導入すること（以下、改定後の対応方針を

「本プラン」といいます。）を決議いたしました。 

そして、当社定款第19条に基づき、本定時株主総会において、本プランを導入することについて株主の皆様のご

承認をいただきました。本プランの概要は以下のとおりであります。 

・本プラン発動の対象となる買付行為 

当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付け、もしくは、当社が発

行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の

合計が20％以上となる公開買付けに該当する行為またはこれらに類似する行為（以下、「大規模買付行為」とい

います。また、大規模買付行為を行おうとする者または大規模買付行為の提案を行う者を、以下、併せて「大規

模買付者等」といいます。）がなされ、またはなされようとする場合が対象となります。 

・情報提供とその評価・検討等 

＜当社に対する情報提供＞ 

大規模買付者等には、大規模買付行為に先立ち、本プランに定められた手続（以下、「大規模買付ルール」と

いいます。）を遵守する旨の誓約その他一定の事項を記載した書面（以下、「意向表明書」といいます。）を当

社取締役会に対して提出していただきます。当社取締役会は、大規模買付者等に対して、意向表明書を受領した

日から10営業日以内に、大規模買付者等に対して、大規模買付行為に関する情報として当社への提出を求める事

項を記載した書面（以下、「大規模買付情報リスト」といいます。）を交付し、大規模買付者等には、大規模買

付情報リストに従い、大規模買付行為に対する株主の皆様のご判断並びに当社取締役会及び特別委員会の評価・

検討等のために必要かつ十分な日本語で記載された情報（以下、「大規模買付情報」といいます。）を、当社取

締役会が適切と判断する期限までに当社取締役会に書面で提供していただきます。大規模買付情報リストに含ま

れる情報の具体的な内容については、当社取締役会が、外部専門家等の助言を得た上で、当該大規模買付行為の

内容及び態様等に照らして合理的に決定します。また、大規模買付者等が大規模買付情報リストに記載された項

目に係る情報の一部について提供することができない場合には、当社取締役会は、大規模買付者等に対して、当

該情報を提供することができない理由を具体的に示していただくよう求めます。 
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提出された大規模買付情報が、株主の皆様または当社取締役会もしくは特別委員会が当該大規模買付行為を評

価・検討するための情報として十分でないと考えられる場合には、当社取締役会は、適宜回答期限を定めた上で

大規模買付者等に対して追加的に情報提供を求めることがあります。また、当社取締役会は、株主の皆様または

当社取締役会もしくは特別委員会が大規模買付行為を評価・検討するための必要かつ十分な情報が大規模買付者

等から提出されたと判断する場合には、速やかにその旨の通知を大規模買付者等に行います。 

なお、意向表明書の提出があった事実、及び、当社取締役会に提供された大規模買付情報その他の大規模買付

行為に関連する情報（大規模買付情報リストにより提供を求めた情報のうち大規模買付者等から提供されなかっ

た情報については、当該情報及び当該不提供の理由を含みます。）のうち、株主の皆様のご判断のため開示する

ことが妥当であると考えられるものにつきましては適時かつ適切に開示します。 

＜当社取締役会による大規模買付情報の評価・検討等＞ 

大規模買付者等による大規模買付情報の提供が行われた後、当社取締役会は、これらの情報を評価・検討し、

大規模買付者等との買付条件に関する交渉、当該大規模買付行為に対する意見形成、代替案の策定等を行いま

す。また、当社取締役会は、本プランに基づく対抗措置の発動の是非について、特別委員会に諮問し、必要に応

じて適宜外部専門家等の助言を得るものとします。 

当社取締役会がこれらの評価・検討等を適切に行うために、最長60日間（対価を現金（円貨）のみとする公開

買付けによる、当社の全ての株券等の大規模買付行為の場合）または最長90日間（それ以外の大規模買付行為の

場合）の評価期間（以下、「取締役会評価期間」といいます。）を設定します。 

当社取締役会は、特別委員会の勧告を最大限尊重した上で、取締役会評価期間終了日までに、当社取締役会と

しての意見を取りまとめ、公表いたします。 

また、当社は、当該決定がなされた場合は、速やかにその旨及び対抗措置発動の際には法令等により定められ

ている事項のほか、当社取締役会が適切と認める事項について当社株主及び投資家の皆様に開示を行います。 

なお、当社取締役会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動または不発動の決定に至らないことにつきやむを

得ない事情がある場合は、当社取締役会は、特別委員会の勧告に基づき、最長30日間取締役会評価期間を延長で

きるものとします。取締役会評価期間を延長する場合は、延長する日数及び延長の理由を速やかに情報開示いた

します。 

大規模買付者等は、取締役会評価期間が経過した後においてのみ大規模買付行為を開始することができるもの

とします。なお、株主総会を招集する場合については、下記をご参照下さい。 

・大規模買付行為がなされた場合の対応方針 

＜大規模買付者等が大規模買付ルールを遵守する場合＞ 

大規模買付者等が大規模買付ルールを遵守する場合には、当社取締役会が仮に大規模買付行為に反対であった

としても、反対意見の表明、代替案の提示、株主の皆様への説得等を行う可能性は存するものの、原則として、

当該大規模買付行為に対する対抗措置を発動することはありません。大規模買付者等の提案に応じるか否かは、

当社株主の皆様において、当該大規模買付行為の内容並びにそれに対する当社取締役会の意見及び代替案等をご

考慮の上、ご判断いただくことになります。 

ただし、大規模買付者等が大規模買付ルールを遵守する場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価

値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと認められる場合には、特別委員会による勧告を最大限尊重

した上で、当社取締役会は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させることを目的と

して、対抗措置の発動を決定することがあります。 

＜大規模買付者等が大規模買付ルールを遵守しない場合＞ 

大規模買付者等が大規模買付ルールを遵守していないことが明らかな場合には、当社取締役会は、当社の企業

価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させることを目的として、特別委員会の勧告を待たずに対抗

措置の発動を決定することができるものとします。大規模買付者等が大規模買付ルールを遵守していないと当社

取締役会が判断するものの、それが必ずしも明らかではない場合には、当社取締役会は、大規模買付ルールが遵

守されたか否かについて特別委員会に諮問し、大規模買付ルールが遵守されておらず対抗措置を発動すべきであ

ると特別委員会が勧告する場合には、当社取締役会はその勧告を最大限尊重して対抗措置の発動を決定すること

があります。 

対抗措置の具体的な方策としては、原則として、新株予約権の無償割当てを行います。また、会社法その他法

令及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該その他の対抗

措置が用いられることもあります。 
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・株主総会の決議 

特別委員会から対抗措置の発動の是非について株主総会に諮るよう勧告された場合においては、当社取締役会

は、特別委員会による勧告を最大限尊重した上で、対抗措置としての新株予約権の無償割当てに関する議案を当

社定款第12条第１項に基づき、当社株主総会に付議することがあります。当該株主総会が開催される場合には、

大規模買付者等は、当該株主総会において新株予約権の無償割当てに関する決議がされた後においてのみ大規模

買付行為を開始することができるものとします。当該株主総会において当該議案が可決された場合には、当社

は、新株予約権の無償割当てを行います。 

・特別委員会の概要 

大規模買付ルールが遵守されたか否か、取締役会評価期間を延長するか否か、及び、大規模買付ルールが遵守

された場合に一定の対抗措置を発動するか否か等の当社取締役会の判断の合理性・公正性を担保するために、当

社は、取締役会から独立した機関として、特別委員会を設置します。 

特別委員会は３名以上の委員により構成され、各委員は、当社取締役会が当社社外取締役、当社社外監査役及

び社外の有識者（弁護士、税理士、公認会計士及び学識経験者等）の中から選任します。かかる特別委員会の決

議は、原則として委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行います。 

・本プランの有効期間、廃止及び変更について 

本プランの有効期間は、平成26年６月に開催予定の当社定時株主総会の終結の時までといたします。なお、か

かる有効期間の満了前であっても、（ⅰ）当社株主総会において本プランを廃止もしくは変更する旨の議案が承

認された場合、または、（ⅱ）当社取締役会において本プランを廃止もしくは変更する旨の決議が行われた場合

には、本プランはその時点で廃止または変更されるものとします。 

④上記の具体的な取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

当社は、企業価値を安定的かつ持続的に向上させていくことこそが株主共同の利益の確保・向上のために最優先

されるべき課題であると考え、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上を目的に、上記記載

の基本方針の実現に資する取組みを行ってまいりました。これらの取組みの実施を通じて、当社の企業価値ひいて

は株主の皆様の共同の利益を向上させ、その向上が株主及び投資家の皆様による当社株式の評価に適正に反映され

ることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれのある大規模買付行為が困

難になるものと考えられ、これらの取組みは、基本方針に資するものであると考えております。したがって、上記

記載の基本方針の実現に資する取組みは基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではなく、ま

た、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。 

また、本プランは、上記のとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保・向上させる目的を

もって導入されたものであり、基本方針に沿うものです。本プランは、株主総会において株主の皆様の承認を得た

上で導入され、また、対抗措置の発動にあたって新株予約権の無償割当てに関する議案を株主総会に付議すること

があるものとされており株主意思を重視するものであること、合理的かつ客観的な対抗措置発動要件が設定されて

いること、本プランの運用ないし対抗措置の発動に関する取締役会の判断の合理性・公正性を担保するために、取

締役会から独立した機関として特別委員会が設置され、かかる特別委員会の勧告を最大限尊重して取締役会が判断

を行うこととされていること、本プランは有効期間の満了前であっても株主総会または株主総会で選任された取締

役で構成された取締役会により何時でも廃止することができ、また、当社取締役の任期は１年であり毎年の定時株

主総会で取締役の構成員の交代を一度に行うことができることから今後の本プランの更新、廃止について、株主の

皆様の意思が反映されるとされていることなどにより、その公正性・客観性が担保されており、当社取締役の地位

の維持を目的とするものではありません。 

(3) 研究開発活動 

当第３四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は３億29百万円であります。 

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

（注）  「提出日現在発行数」欄には、平成25年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。 

当第３四半期会計期間において発行した新株予約権はありません。 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。 

第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  76,460,000

計  76,460,000

種類 
第３四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成24年12月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成25年２月14日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式  23,400,000  23,400,000

東京証券取引所 

大阪証券取引所 

各市場第一部 

単元株式数100株

計  23,400,000  23,400,000 － － 

(2) 【新株予約権等の状況】

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

(4) 【ライツプランの内容】

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額 
（百万円） 

資本準備金残
高（百万円） 

平成24年10月１日～ 

平成24年12月31日 
－  23,400,000  －  8,120  －  8,328

(6) 【大株主の状況】
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当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成24年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。 

①【発行済株式】 

（注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」の欄は、全て当社保有の自己株式であります。 

２．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。ま

た、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数10個が含まれております。 

②【自己株式等】 

（注）  平成24年12月31日現在の当社保有の自己株式数は1,329,400株であります。 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。 

(7) 【議決権の状況】

  平成24年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  1,370,100 － 単元株式数 100株 

完全議決権株式（その他） 普通株式  22,012,000  220,120 同上 

単元未満株式 普通株式  17,900 － 一単元（100株）未満の株式 

発行済株式総数  23,400,000 － － 

総株主の議決権 －  220,120 － 

  平成24年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式）                          

因幡電機産業株式

会社 

大阪市西区立売堀 

四丁目11番14号 
 1,370,100  －  1,370,100  5.85

計 －  1,370,100  －  1,370,100  5.85

２【役員の状況】
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成24年10月１日から平

成24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 

第４【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
(1) 【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,834 23,499

受取手形及び売掛金 ※  53,668 ※  51,383

有価証券 1,296 1,435

商品及び製品 7,806 12,007

仕掛品 96 108

原材料及び貯蔵品 476 472

その他 2,832 1,418

貸倒引当金 △21 △15

流動資産合計 89,990 90,310

固定資産   

有形固定資産   

土地 13,098 13,099

その他（純額） 6,369 6,162

有形固定資産合計 19,468 19,262

無形固定資産 1,836 2,097

投資その他の資産   

投資有価証券 8,232 7,098

その他 2,264 2,650

貸倒引当金 △98 △90

投資その他の資産合計 10,399 9,658

固定資産合計 31,703 31,018

資産合計 121,694 121,329

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※  38,660 ※  37,441

未払法人税等 1,741 719

賞与引当金 2,700 1,631

役員賞与引当金 84 87

その他 1,805 2,137

流動負債合計 44,992 42,017

固定負債   

退職給付引当金 23 13

その他 4,304 4,413

固定負債合計 4,328 4,426

負債合計 49,320 46,444
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,120 8,120

資本剰余金 8,328 8,328

利益剰余金 58,772 61,144

自己株式 △3,622 △3,470

株主資本合計 71,599 74,123

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 527 419

為替換算調整勘定 △38 △26

その他の包括利益累計額合計 489 392

新株予約権 237 316

少数株主持分 48 51

純資産合計 72,373 74,884

負債純資産合計 121,694 121,329
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】 
【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高 126,901 140,700

売上原価 106,789 118,929

売上総利益 20,111 21,770

販売費及び一般管理費 13,751 14,396

営業利益 6,359 7,373

営業外収益   

受取利息 56 59

受取配当金 142 131

仕入割引 668 652

その他 128 116

営業外収益合計 996 960

営業外費用   

支払利息 29 30

売上割引 812 825

その他 76 98

営業外費用合計 918 954

経常利益 6,438 7,379

特別利益   

投資有価証券売却益 67 37

固定資産売却益 0 2

新株予約権戻入益 － 1

特別利益合計 67 40

特別損失   

投資有価証券評価損 784 213

固定資産除却損 4 6

固定資産売却損 2 0

投資有価証券売却損 － 0

特別損失合計 791 220

税金等調整前四半期純利益 5,714 7,200

法人税、住民税及び事業税 1,787 2,526

法人税等調整額 758 388

法人税等合計 2,545 2,914

少数株主損益調整前四半期純利益 3,168 4,285

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1 3

四半期純利益 3,170 4,282
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【四半期連結包括利益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,168 4,285

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △375 △108

為替換算調整勘定 △37 12

その他の包括利益合計 △412 △96

四半期包括利益 2,755 4,189

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,757 4,185

少数株主に係る四半期包括利益 △1 3
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（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

※  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。 

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形

が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。 

（単位：百万円） 

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりでありま

す。 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

配当金支払額 

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

配当金支払額 

【会計方針の変更】

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

   
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当第３四半期連結会計期間 
（平成24年12月31日） 

受取手形  1,206  1,337

支払手形  39  40

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日） 

減価償却費   889  982

（株主資本等関係）

（決 議） 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年６月17日 

定時株主総会 
普通株式  1,780  81 平成23年３月31日 平成23年６月20日 利益剰余金 

（決 議） 株式の種類 
配当金の総額

（百万円） 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年６月22日 

定時株主総会 
普通株式  1,893  86 平成24年３月31日 平成24年６月25日 利益剰余金 
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前第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、旅行取次業サービス等を含んでお

ります。 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）   

（注） 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

該当事項はありません。  

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  （単位：百万円）

  
報告セグメント 

その他 
（注） 合計 

電設資材事業 産業機器事業 自社製品事業 計

売上高             

外部顧客への売上高  79,169  16,505  31,143  126,818  82  126,901

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

 241  749  1,595  2,586  48  2,635

計  79,411  17,254  32,739  129,405  131  129,537

セグメント利益  1,023  656  6,074  7,754  △3  7,751

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  7,754

「その他」の区分の利益  △3

セグメント間取引消去  △77

全社費用（注）  △2,191

その他の調整額  231

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益  5,714
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当第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）  前連結会計年度において「その他」の区分の事業を行っていた連結子会社について、株式を譲渡し連結の範囲

から除外したことから、「その他」の区分の事業はなくなっております。 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）   

（注） 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

該当事項はありません。  

  （単位：百万円）

  
報告セグメント 

その他 
（注） 合計 

電設資材事業 産業機器事業 自社製品事業 計

売上高             

外部顧客への売上高  92,387  16,545  31,766  140,700  －  140,700

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

 265  834  1,683  2,783  －  2,783

計  92,653  17,380  33,450  143,484  －  143,484

セグメント利益  2,152  630  6,068  8,851  －  8,851

  （単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  8,851

「その他」の区分の利益  －

セグメント間取引消去  106

全社費用（注）  △1,970

その他の調整額  212

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益  7,200
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１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日） 

(1）１株当たり四半期純利益金額 円 144.24 円 194.42

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（百万円）  3,170  4,282

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益金額（百万円）  3,170  4,282

普通株式の期中平均株式数（千株）  21,977  22,024

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 円 144.17 円 193.99

（算定上の基礎）     

四半期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  11  49

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

―――――― ―――――― 

（重要な後発事象）

２【その他】

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている因幡電機産業株

式会社の平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成24年10月１日から

平成24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半

期レビューを行った。 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

監査人の責任 

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

監査人の結論 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、因幡電機産業株式会社及び連結子会社の平成24年12月31日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての

重要な点において認められなかった。 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

   平成25年２月６日

因幡電機産業株式会社     

  取締役会 御中   

  有限責任監査法人トーマツ  

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士 小山 謙司  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員 

  公認会計士 藤川 賢   印 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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